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　告　　　　示　

京都府告示第465号

　新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱
の一部を改正する告示を次のように定める。

　　令和５年９月19日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付
要綱の一部を改正する告示

　新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱
（平成８年京都府告示第253号）の一部を次のように改
正する。
　題名を次のように改める。

農山漁村発イノベーション等整備事業（定住促進
対策型及び交流対策型）交付金交付要綱

　第１条から第４条までを次のように改める。
（趣旨）
第１条　知事は、農山漁村における定住等及び農山漁村
と都市との地域間交流を促進するため、府が市町村と
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促
進に関する法律（平成19年法律第48号。以下「法」と
いう。）第５条第１項の規定により共同して作成する
同項に規定する活性化計画において目指す農山漁村の
実現に向けて、農山漁村振興交付金交付等要綱（令和
３年４月１日付け２農振第3695号農林水産事務次官依
命通知）に基づき、市町村が行う事業に要する経費に
ついて、補助金等の交付に関する規則（昭和35年京都
府規則第23号。以下「規則」という。）及びこの告示
の定めるところにより、予算の範囲内において交付金

を交付する。
（経費及び交付率）
第２条　前条に規定する経費及び当該経費に対する交付
金の額の算定の基礎となる農山漁村振興交付金（農山
漁村発イノベーション対策）実施要領（令和４年４月
１日付け３農振第2921号農林水産省農村振興局長通
知。以下「国実施要領」という。）別記３別表１の交
付対象事業の実施に要する経費に対する交付率は、別
表に定めるとおりとする。
（交付の申請）
第３条　規則第５条に規定する申請書の様式及び提出期
日は、知事が別に定める。
（変更の申請）
第４条　規則第９条の規定により承認を受けなければな
らない変更は、知事が別に定める。
２　前項の承認を受けようとする者は、知事が別に定め
る様式による申請書を知事に提出するものとする。
　第６条及び第７条を次のように改める。
（状況報告）
第６条　規則第11条に規定する補助事業の遂行状況報告
は、知事が別に定める様式によるものとし、交付金の
交付決定に係る年度の12月31日現在の遂行状況につい
てその翌月の15日までに提出するものとする。ただ
し、知事が別に定める概算払請求書の提出をもってこ
れに代えることができる。
（実績報告）
第７条　規則第13条に規定する実績報告書の様式及び提
出時期は、知事が別に定める。
　第８条を削る。
　第９条中「要綱」を「告示」に改め、同条を第８条と
し、本則に次の１条を加える。
（その他）
第９条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、
知事が別に定める。
　別表を次のように改める。
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○新山村振興等農林漁業特別対策事業費補
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○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律に基づく住宅確保
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する法律（平成19年法律第112号）第41条第２項の規定
により、次のとおり住宅確保要配慮者居住支援法人から
変更の届出があった。

　令和５年９月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

住宅確保要配慮
者居住支援法人
の名称

住所 支援業務を行う事
務所の所在地

変　更 
年月日

新一般社団法人絆 京都市右京区常盤
古御所町１の９

京都市右京区常盤
古御所町１の９

令

 5. 7.22
旧一般社団法人つなぐ

別表（第２条関係）

経費 交付率

１ 　市町村が法第５条第１項
に規定する活性化計画（知
事が別に定める基準に基づ
き府が市町村と共同して作
成したものに限る。以下同
じ。）に基づき国実施要領
別記３別表１の事業実施主
体（以下「事業実施主体」
という。）として同表の交
付対象事業（同表の⑴から
⑸までの事業に限る。以下
同じ。）を実施する場合に
おける当該事業の実施に要
する経費
２ 　市町村を除く事業実施主
体が法第５条第１項に規定
する活性化計画に基づき国
実施要領別記３別表１の交
付対象事業を実施する場合
において、市町村が当該事
業の実施に要する経費を補
助するときにおける当該補
助に要する経費

次に掲げる国実施要領別記
３別表１の交付対象事業の
区分に応じそれぞれに定め
る率以内の率を、当該事業
に係る同表に定める交付額
算定交付率に加えた率
⑴ 　基盤整備（専ら機械
の整備を行うものを除
く。）　100分の15
⑵ 　処理加工施設、新規就
業者等技術習得管理施
設、農山漁村定住促進施
設、地域資源活用総合交
流促進施設、農林漁業・
農山漁村体験施設、自然
環境等活用交流学習施設
又は地域資源活用起業支
援施設（いずれも専ら機
械の整備を行うものを除
く。）　100分の５
⑶ 　生産機械施設、集出荷
貯蔵施設、簡易給排水施
設等、地域資源循環活用
施設、地域住民活動支援
促進施設、農地等補完保
全整備、景観・生態系保
全整備又は指定棚田地域
保全整備（いずれも専ら
機械の整備を行うものを
除く。）　100分の４
⑷ 　創意工夫発揮事業　当
該事業において一体と
なって実施される⑴から
⑶までに掲げる事業の区
分に応じ、それぞれ⑴か
ら⑶までに定める率
⑸ 　その他の事業　０

　別記第１号様式から別記第４号様式までを削る。

　　　附　則

　この告示は、令和５年９月19日から施行し、この告示
による改正後の農山漁村発イノベーション等整備事業
（定住促進対策型及び交流対策型）交付金交付要綱の規
定は、令和５年度分の交付金から適用する。

京都府告示第466号

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関


